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第
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飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十

六
条
第
一
項
及
び
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令

第
百
九
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
十
一
月
に
検
査
し
、
収
去
し
た
飼
料
の
試

験
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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土
地
改
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法
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二
十
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年
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律
第
百
九
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号
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第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
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同
法
第
八
十
七
条
第
五
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規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
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の
翌
日
か
ら
起
算
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て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
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求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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